
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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○
東
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特
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域
法
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計
画
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正
 
誤
 

○
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
付
け
号
外
第
二
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
〇

 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
百
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
五
年
二
月
七
日
双
潟
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
農
地
管
理
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
一
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
 

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
二
号
 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
百
三
号
 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
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二
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
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線

名
 

区
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更
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変

更
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別

敷
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員
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ト
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延
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（
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ル
）

県
道
須
賀

川
三
春
線
 
郡
山
市
中
田
町
高
倉
字
宮

ノ
脇
四
八
番
一
地
先
か
ら
 

同
 
市
中
田
町
高
倉
字
古

御
舘
一
七
八
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脇
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先
か

ら
 

同
 
市
中
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高
倉
字
古
御
舘
一
七
八
番
一
地
先

ま
で
 供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
五
年
二
月

一
九
日
 

供
用
開
始
の
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県
道
小
野
郡
山
線
 

路
 
線
 
名
 

郡
山
市
中
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高
倉
字
下
井
戸
神
一
六
〇
番
一
地

先
か
ら
 

同
 
市
中
田
町
高
倉
字
下
ノ
沢
六
四
番
一
地
先
ま

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
五
年
二
月

一
九
日
 

供
用
開
始
の
期
日
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（
道
路
計
画
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
四
十
三
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
五
年
二
月
七
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
の
き
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

星
 
文
人
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
福
米
沢
字
宮
ノ
前
千
三
百
八
十
一
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
む
桧
沢
地
区
に
お
い
て
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が

参
画
出
来
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
及
び
社
会
教
育
活
動
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
活
力
あ
る
地
域
を
創
造
す

る
と
共
に
、
地
域
内
の
人
的
資
源
及
び
自
然
資
源
等
の
地
域
資
源
を
最
大
限
活
用
し
、
様
々
な
地
域

課
題
の
解
決
に
向
け
た
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
公
共
の
担
い
手
を
目
指
し
つ
つ
、
地
域

活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
四
十
四
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
新
地
町
復
興
整
備
計
画
に
相
馬
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
相
馬
都
市
計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
相
馬
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
 

２
 
名
称
 
一
号
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
常
磐
線
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
区
域
 

 
 
相
馬
郡
新
地
町
の
う
ち
谷
地
小
屋
字
舛
形
、
谷
地
小
屋
字
谷
地
田
、
小
川
字
谷
地
畑
、
小
川
字
長
 

谷
地
、
小
川
字
八
幡
前
、
大
字
埓
木
崎
字
台
前
、
大
字
埓
木
崎
字
作
田
、
大
字
埓
木
崎
字
作
田
後
、

大
字
埓
木
崎
字
南
向
、
大
字
埓
木
崎
字
江
中
子
、
大
字
埓
木
崎
字
北
向
、
大
字
埓
木
崎
字
岩
崎
及
び

大
字
埓
木
崎
字
木
崎
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
新
地
町
都
市
計
画
課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
五
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

相
馬
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
新
地
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を

記
し
た
意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
又
は
新
地
町
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦

覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 

正
 
 
誤
 

○
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
付
け
号
外
第
二
号
中
 

               

 

で
 

 

ペ
ー
ジ
 
段
 

行
 

正
 

誤
 

 
 
二
 
下
 
後
ろ
か
 

ら
七
 

規
則
 

条
例
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